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１ 点検・評価の目的 

  令和２年３月に策定した第２期都城市子ども・子育て支援事業計画と令和５年の実績検

証及び時点修正により中間見直しを行った際に設定された目標、令和３年４月に策定した

第２期みやこのじょう子どもの未来応援計画、みやこのじょう健やか親子２１計画（第２次）

について、今年度が最終目標年度であることから最終評価を実施します。 

 

２ 点検・評価の基本的な考え方 

  最終評価にあたっては、これまでの事業実績やアンケート調査、そのほか数値データなど

を用いて分析し評価を行いました。 

 

３ 計画の期間 

第２期都城市子ども・子育て支援事業計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間。 

第２期みやこのじょう子どもの未来応援計画は、令和３年度から令和６年度までの４年間。 

みやこのじょう健やか親子２１計画（第２次）は、平成２７年度から令和６年度までの１０年間。 

 
４ 評価結果 

  第２期（第２次）計画で設定した評価指標ごとの目標値と実績値の比較及び全体評価

を行いました。 

 

  

第 2期都城市子ども・子育て支援事業計画 
第 2期みやこのじょう子どもの未来応援計画  最終評価報告 

みやこのじょう健やか親子２１計画（第 2次） 
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１ 計画の概要 

  都城市子ども・子育て支援事業計画は全ての子ども・子育て家庭を対象として、本市が

進める教育・保育・子育て支援施策を計画的に実施するため策定された計画です。 

 

２ 施策の体系 

基本理念 
すくすく笑顔の子育ち いきいき笑顔で子育て 

 みんなで支え合う みやこのじょう 

基本目標 

・全ての子どもが健やかに育ち、豊かな人間性と生きる力を育むことができる

保育・教育環境の整備 

・地域ぐるみの子育て支援の推進 

・結婚、妊娠・出産、育児への切れ目のない支援の充実 

 

３ 評価の指標 

（１） 幼児期の教育・保育の量の見込み及び確保方策の指標 
保育所・幼稚園・認定こども園等で提供している教育・保育サービスの供給量等 

（２） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策の指標 

こども・子育て支援法第５９条に基づく地域子ども・子育て支援事業の供給量 

（３） 子ども・子育て支援事業の実施状況の指標 

本市独自に策定したライフステージ別の子ども・子育て支援事業についての実施状況、

進捗状況、財源確保状況等 

 

４ 施策の評価方法 

・教育・保育の量の見込みと実績を除き、次の考え方で５段階評価を行った。 

・目標値に対する実績値で単純に評価できるものはその結果により評価。 

・量の見込み、確保方策、実績から総合的に評価すべきものは、総合的に評価。 

 

  

評価 
A B C D E 

非常に効果的 効果的 概ね効果的 効果的でない 評価不可 

第２期都城市子ども・子育て支援事業計画について 
 

(国)子ども・子育て支援法

（国）次世代育成支援対策推進法

（国）新・放課後子ども総合プラン

子ども・子育て支援事業計画
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（１） 幼児期の教育・保育の量の見込み及び確保方策の指標 
➤幼児期の教育・保育の量の見込みと実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画値（需要量・供給量）は市が計画段階で見込んだ量の見込みと利用定員、確保実績値は利用 

定員、利用実績値は実際の利用児童のこと 

 

○幼児期の教育・保育の量の実績と評価 

１号認定 

確保方策 計画値ａ １，５３８人 ＞ 確保実績値ｂ １，４７６人 ＞ 利用実績値ｃ １，４１０人 

実    績 
・確保実績値が計画値を下回った一方で、空き待ちを含めた実利用児童数まで

定員を確保できた。 

評    価 
・定員数を下回るニーズ量であり、概ね実利用児童数に近い供給量を確保でき

ている。今後も、実利用人数に即した利用定員の適正化を目指す。 

２号認定 

確保方策 計画値ａ ２，８１９人 ＞ 確保実績値ｂ ２，７４６人 ＞ 利用実績値ｃ ２，６８９人 

実    績 
・確保実績値が計画値を下回った一方で、空き待ちを含めた実利用児童数まで

定員を確保できた。 

評    価 
・定員数を下回るニーズ量であり、概ね実利用児童数に近い供給量を確保でき

ている。今後も、実利用人数に即した利用定員の適正化を目指す。 

３号認定 

確保方策 計画値ａ ２，７６６人 ＞ 確保実績値ｂ ２，６８５人 ＜ 利用実績値ｃ ３，０８８人 

実    績 
・利用定員の確保が計画値を下回っており、空き待ちを含めた実利用児童数ま

で定員を確保できていない。 

評    価 

・本市の独自施策である３歳未満児の保育料完全無料化と移住応援給付金の

相乗効果により、実利用児童数は計画値及び確保実績値を大きく上回った一方

で、弾力的な受け入れが行われており空き待ち児童は少ない。 

・保育料無料化等の影響により需要が急激に増大している中で、需要を満たす

供給量を確保できていないため、３号定員の増や、実利用人数に即した利用定

員の適正化について協力を依頼していく。 

Ｃ 

ａ ｂ 

Ｃ 

ｃ 
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（２） 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策の指標 

➤地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

１ 

利用者支援に関

する事業（利用

者支援事業） 

○こども又は保護者の身近な

場所で、教育・保育・保健その

他子育て支援の情報提供や、

必要に応じ相談・助言、関係機

関との連絡調整を行う事業 

２か所 ２か所 ２か所 A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○計画では、保育所等の待機児童解消を目的とし

た「特定型」を配置する予定でしたが、令和４年度

時点で待機児童がなく、配置しませんでした。 

○引き続き、子育て世代活動支援センター

（ぷれぴか）及び保健センターにおいて利用

者支援業務を実施します。 

 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

２ 

時間外保育事業

（延長保育事業） 

○保育認定を受けた児童が、

通常の利用時間帯以外の時間

に、保育所、認定こども園等で

引き続き保育を実施する事業 

１，２８８人 ６，３６６人 １，１７５人 A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○充分な量が確保されており、実績（補助分）が下

回りました。 

○市補助事業によらず、多くの保育所、認定

こども園で延長保育事業が実施されていま

す。引き続き、市の補助要件に該当する園に

対しては補助を行い、実施体制を確保します。 

 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

３ 

放課後児童健全

育成事業（放課

後児童クラブ） 

○保護者が就労等で昼間家

庭にいない就学児童に、授業

終了後等適切な遊びと生活

の場を与え、児童の健全育成

を図る事業 

２，４３１人 ２，４５４人 ２，５４0人 A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○全体量は確保されています。一方で、地域によっ

ては不足が生じており、待機児童が発生している

地域があります。 

○実績が量の見込み及び確保方策を大きく上

回っていることから、引き続きニーズの分析と計

画に基づく拡充・整備を図ります。 
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№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策 

（R5年度） 

実績  

（R5年度） 

評価 

４ 

子育て短期支援

事業（ショートス

テイ） 

○保護者の疾病等により家

庭で未就学児を養育すること

が一時的に困難になった場

合等に、一定期間養育・保護

を行う事業 

１００人日 １，０９５人日 １３０人日 A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○利用者の増により、実績が量の見込みを上回り

ましたが、提供量が確保されており、十分に実施で

きました。 

○児童養護施設への委託により、ニーズに対応

できる体制が整えられています。引き続き、この体

制を維持し、定員数確保と施設との連携強化を

図ります。 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

５ 

乳児家庭全戸訪

問事業（こんにち

は赤ちゃん事業） 

○生後４か月までの乳児のいる

全ての家庭を訪問し、育児相

談・子育て支援情報の提供、養

育環境の把握、必要なサービス

の検討、連絡調整等を行う事業 

１，１53人 

母子保健推

進員、こども

家庭課職員

等の訪問に

より実施 

・訪問

763件 

・電話及び 

伝言表 

430件 

B 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○訪問を希望されないケースには、電話等で対応し

ています。 

○訪問件数実績は見込みを大きく下回りましたが、

電話及び伝言表での対応を含めると 1,193件とな

り見込みを上回っています。 

○全戸訪問事業は、子育て支援の入り口とな

る訪問であり、面接できなかった家庭へは、母

子保健推進員と行政とが連携し、フォローを強

化します。 

 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み（R5

年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

６ 

養育支援訪

問事業 

○保護者の養育に対する支

援が特に必要と認められる家

庭を訪問し、育児不安の解消

や養育環境の改善等を行う

ための相談・支援を行う事業 

養育支援 

延べ９０件 

都城市要

保護児童

対策地域

協議会を

中心に、個

別対応等

で実施 

養育支援 

延べ３２件 

B 
要保護児童等 

延べ２１０件 

要保護児童等 

延べ１８８件 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○養育に対する支援が必要と思われる家庭

の見込み数の予測が難しく、実績が見込み

を大きく下回りましたが、訪問による個別対

応ができています。 

○すべての養育環境が不安な家庭について、担当課

を中心に協議会との連携を強化し、引き続き、個別案

件の把握、情報共有、支援に努めます。 
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№ 事業名 事業概要 量の見込み 

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

７ 

地域子育て支

援 拠 点 事 業

（地域子育て支

援センター） 

○主に保育所等に通っていな

い乳幼児とその親子を対象

に、相互交流を行う場所を開

設し、子育てについての相談、

情報提供等を行う事業 

７１，２３２人回 ５か所 
９２，８４６人回 

５か所 
A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○子育て世代活動支援センターぷれぴかの利

用者は新型コロナ５類移行により利用者が回復

傾向にあることから、利用者数の実績が量の見

込みを大幅に上回りました。 

○支援センターの新規開設については、ニーズ

の把握や事業主体を見極める必要があることか

ら、引き続き検討します。 

○未就学児の親子の居場所の在り方について、子

育て支援センターだけでなく、児童館・児童センタ

ーや地区社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等が実施し

ている子育てサロン等も含めて検討していく必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み 

（R5年度） 

確保方策 

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

8 

❘ 

1 

一時預かり事

業（幼稚園在

園児対応型） 

○幼稚園等に在籍す

る満３歳以上の幼児を

対象に、教育時間の前

後又は長期休業日等

に、通園する園におい

て一時的に保育を実

施する事業 

１８２，０９７人 ２４５，７３５人 １８９，５００人 A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○市外在住者を含めると、実績が量の見

込みを大幅に上回っていますが、確保方

策のとおり必要な量が確保されており、サ

ービス供給ができています。 

○１号認定（３歳以上の教育希望認定）の保護者の就業

形態等に配慮し、必要量を確保します。 
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№ 事業名 事業概要 
量の見込み

（R5年度） 

確保方策（R5

年度） 

実績 

（R5年度） 
評価 

8 

❘ 

2 

一時預かり事

業（在園児対

応型を除く） 

○家庭において保育を受けるこ

とが一時的に困難となった乳幼

児について、保育所、幼稚園、

認定こども園やその他の場所に

おいて、一時的に預かる事業

（№８-1の対象児を除く） 

７，０１７人 

８，８２０人 ５，１２２人 A 

子育て援助活

動支援事業（ﾌ

ｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝ

ﾀｰ事業）（未就

学児のみ） 

○児童の預かり等の援助を受

けたい者と、援助を行いたい者

との相互援助活動に関する連

絡、調整を行う事業（病児・緊

急対応強化事業分を除く） 

１，５２０人 １，３２５人 C 

子育て短期支

援事業（トワイ

ライトステイ） 

○保護者の疾病等により家庭

で児童を養育することが一時

的に困難となった場合等に、一

定期間養育・保護を行う事業 

２０人 ７人 B 

計 ７，０１７人 10,360人 ６，454人  

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○一時預り各事業の利用実績はほぼ量の見込み

どおりとなりました。確保方策ではこれを上回る量

を確保できているため、十分に実施出来ています。 

○一時預り事業については、市補助を受けていな

い園の実績が含まれていませんが、十分に実施出

来ています。 

○子育て援助活動支援事業は、実績が確保方策

を若干下回っていますが、十分に実施できていま

す。 

○令和５年度から子育て短期支援事業（トワイラ

イトステイ）を開始しました。 

○一時預り事業等については、地域・地区ごとに

利用ニーズがどのくらいあるか精査します。 

○子育て援助活動支援事業については、今後の

子育て世代の人口増と需要増が見込まれること

から、援助会員の確保に努めながら引き続き実

施します。 

○トワイライトステイについては、今後も事業周知

に努めます。 
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№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

９ 

病児保育事業 

○保育を必要とする乳幼児又

は保護者の労働等により保育

を受けることが困難となった

児童であって、疾病にかかっ

ている者について、保育所、病

院等で保育を行う事業 １，２８４人 

３，９９０人 
１，２３７人 

(市内在住者) 
C 

子育て援助活動

支援事業（ﾌｧﾐﾘ

ｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事

業） 

○児童の預かり等の援助を

受けたい者と、援助を行いた

い者との相互援助活動のう

ち、病児・緊急対応強化事業

分 

１０人 ０人 E 

計 １，２８４人 ４，０００人 １，２３７人  

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○病児保育事業の実績には、三股町の施設（とっ

このもり、畠中こども病児院）を利用した都城市民

の数を含みます。 

○利用実績はほぼ量の見込みどおりとなりまし

た。確保方策ではこれを上回る量を確保できてい

るため、十分に実施出来ています。 

○ファミリー・サポート・センター事業においては、コ

ロナ禍以降、援助会員側の罹患防止対策の視点

から病児預かりサービスを中止しており、実績はあ

りませんでした。 

○子育て援助活動支援事業においては、コロナ禍

以降、援助会員側の罹患防止対策の視点から病

児預かりサービスを中止しており、実績はありませ

んでした。 

○引き続き、市内の病児対応型施設２か所、病

後児対応型施設１か所、三股町の施設で実施し

ます。 

○病児保育利用のニーズについては、新型コロ

ナ５類移行後も感染症の流行等により増加傾向

にあり、時期によっては利用できない状況も発生

しているため、利用状況等の分析を進め、十分な

受け入れ体制を構築します。 

○子育て援助活動支援事業については、感染症

などの流行状況を見極め、医師の意見を聴くな

どしながら、再開に向けて受け入れ基準や実施

体制整備を進めます。 

 

 

 

 

 

№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

10 

子育て援助活動

支援事業（ﾌｧﾐﾘ

ｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

事業）（就学児

の預かりのみ） 

○子育てに関して援助を受けた

い利用会員の依頼により、援助

会員が支援する相互援助活動

（就学児の預かり） 

７０６人 ７０６人 ６７１人 C 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○実績が量の見込みをやや下回っていますが、必

要な量が確保されており、十分に実施出来ました。 

○平成２８年４月から利用料補助を実施してお

り、引き続き利用促進を図ります。 
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№ 事業名 事業概要 量の見込み

（R5年度） 

確保方策

（R5年度） 

実績 

（R5年度） 

評価 

11 

妊婦に対する健

康診査 

○妊婦の健康管理の充実

及び経済的負担の軽減を

図り、安心して妊娠・出産が

できる体制を確保するため

の事業 

１２，３３０人 

宮崎県内

の産婦人

科等で個

別委託方

式により実

施 

１２，５９２人 A 

確保方策と実績に差がある場合の理由 今後の対応策 

○母子健康手帳交付時に、１４回分の健康診

査券を交付し、県内の産婦人科等で受診する

際、国が定めた検診項目の費用を助成していま

す。 

○実績が量の見込みを上回っていますが、十分

に実施できています。 

○出産予定日を超えた妊婦へ妊婦健康診査費

の助成と妊婦歯科健康診査費用の助成を新た

に開始しました。 

○より支援の必要な妊婦に対応するため、産婦人

科等との連絡会を開催するなど、引き続き妊婦の

健康の保持と増進を図ります。 
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（３） 子ども・子育て支援事業の実施状況の指標 

➤結婚、妊娠・出産、育児への切れ目のない支援の充実 
■ライフステージ共通施策 

○子育てに関する総合的な相談体制・情報提供の充実  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

「都城市は子育てしやすい、または子育てにやさし

いまちだと思いますか」の質問に「そう思う」「まあ

そう思う」と回答した人の割合 

39％ 

（Ｒ元年度） 

45％ 

（Ｒ６年度） 

63％ 

（R5年度） 
Ａ 

子育て応援総合サイト「はぴみやこんじょ」ページ

閲覧数 

80,937件 

（Ｈ３０年度） 

200,000件 

（Ｒ６年度） 

302,023件 

（R5年度） 
Ａ 

 

■若者世代 

○若者の就労支援  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

新規立地企業件数 
７件 

（H３０年度） 

累計 50件 

（R６年度） 

累計 71件 

（R5年度） 
A 

都城公共職業安定所管内における職業紹介の就

職率（常用） 

47.0％ 

（H３０年度） 

47.0％ 

（R6年度） 

 41.4％ 

（R5年度） 
Ｃ 

 

○出会いの場の提供   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

各種団体と連携した婚活イベントに参加した人の

うち、カップルになった人の割合 

24％ 

（H３０年度） 

30％ 

（R６年度） 

55％ 

（R5年度） 
A 

婚活情報発信システムへの登録者数 
累計 201人 

（H３０年度） 

累計 250人 

（R６年度） 

累計 1,247人 

（R5年度） 
A 

婚活応援企業等への登録企業数 
累計 33社 

（H３０年度） 

累計 50社 

（R６年度） 

累計 50社 

（R5年度） 
A 

・「婚活情報発信システムへの登録者数」について、登録者数が大幅に増加した要因は、

R4年度に当初のシステムから婚活支援情報発信専用 LINEへ移行したためである。 

 

■妊娠・出産期 

○妊娠・出産に関する相談体制・情報提供の充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

母子健康情報サービスの利用者数 
累計 224人 

（H３０年度） 

累計 500人 

（R６年度） 

累計 755人 

（R5年度） 
A 

 

○母子の健康増進   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

妊娠１１週以下の妊娠届出率 
92.2％ 

（H３０年度） 

92.5％ 

（R６年度） 

93.45％ 

（R5年度） 
A 

乳児健康診査の受診率 
89.6％ 

（H３０年度） 

95.0％ 

（R６年度） 

89％ 

（R5年度） 
B 



11 

 

○地域医療体制の充実  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

周産期医療体制の堅持（都城医療センターの大

学派遣医師確保） 

必要医療スタッ

フの確保

100％ 

（H３０年度） 

必要医療スタッ

フの確保

100％ 

（R3年度） 

必要医療スタッ

フの確保 

 １００％ 

（R5年度） 

A 

 

○妊娠・出産に配慮した就労環境の整備  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

子育てサポート企業「くるみん認定企業」数 
累計１社 

（H３０年度） 

累計４社 

（R６年度） 

累計 8社 

（R5年度） 
C 

・大幅な達成となっているが、認定を受けた企業が実際に働きやすい職場となっているのか、

就職希望者が増えているのかは不明であり、将来的に非常に効果的な取り組みとなって

はいないと判断したため、C評価とした。 

・国の事業であるため、特別に市として積極的な働きかけは行っていない。 

 

■乳幼児期 

○母子の健康管理・維持の充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

MR ワクチン（２期）接種率 
83.9％ 

（H３０年度） 

95.0％ 

（R６年度） 

９２．６％ 

（R5年度） 
B 

保育所・幼稚園等むし歯予防（フッ化物洗口）実

施施設数 

27.7％（累計

23施設） 

（H３０年度） 

対象施設の

40％ 

（R６年度） 

対象施設の 

  25.9 ％ 

(累計２２施設) 

（R5年度） 

C 

 

○地域医療体制の充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

夜間急病センターの診療科目・時間の維持 

３科・１２時間 

100％ 

（H３０年度） 

３科・１２時間 

100％ 

（Ｒ６年度） 

３科・１２時間 

100％ 

（R5年度） 

A 

 

○食育の推進   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

離乳食教室の参加者数 
１８３人 

（H３０年度） 

２００人 

（R６年度） 

80人 

（R5年度） 
C 

 

○多様な保育・教育サービスの充実  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

空き待ち児童数の減少（毎年１２月末時点） 
１２０人 

（H30年度） 

５０人 

（R3年度） 

13人 

（R5年度） 
A 
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○保育・教育を支える人材の確保と質の向上  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

子育て支援員研修受講者数 
累計６０人 

（H３１年度） 

累計１００人 

（R3年度） 

累計 113人 

（R2年度） 
A 

市の補助を受けて保育士資格を取得した人数 
累計７人 

（H３１年度） 

累計２０人 

（R3年度） 

累計 0人 

（R2年度） 
E 

・上記 2 つの成果指標となる事業は、H31 年度～R3 年度で実施した『保育士確保事業』の中で

取り組んだ事業であるため、目標値が R3年度で判断することとなっている。 

・「子育て支援員研修」については、R２年度で一定のニーズを充足したと判断したため打ち切り。 

・「市の補助を受けて保育士資格を取得した人数」は、H31 年度、Ｒ2 年度で事業化したものの、活

用する事業所がなかったため、R2年度で打ち切り。 

 

○子育てに関する相談体制の充実と子どもの健全育成   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

子育て世代活動支援センターぷれぴかの全体延

べ来館者数 

１２１，９４７人 

（Ｈ３０年度） 

１２４，５００人 

（Ｒ６年度） 

86,297人 

（R5年度） 
C 

 

○地域ぐるみで子育てを支える環境の整備   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

ファミリー・サポート・センター活動件数 
５，８４２件 

（Ｈ３０年度） 

6,100件 

（Ｒ6年度） 

6,467件 

（R5年度） 
B 

ファミリー・サポート・センター援助会員数 
累計 282件 

（Ｈ３０年度） 

累計 300人 

（Ｒ６年度） 

累計 281人 

（R5年度） 
C 

 

○地域や家庭における男女共同参画社会づくりの推進   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

男女共同参画に関する講演会・講座の開催数 
６回/年 

（Ｈ３０年度） 

６回/年 

（Ｒ６年度） 

８回/年 

（R5年度） 
A 

 

○仕事と子育ての両立支援   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

（再掲）子育てサポート企業「くるみん認定企業」

数 

累計１社 

（Ｈ30年度） 

累計４社 

（Ｒ6年度） 

累計 8社 

（R5年度） 
C 

・大幅な達成となっているが、認定を受けた企業が実際に働きやすい職場となっているのか、

就職希望者が増えているのかは不明であり、将来的に非常に効果的な取り組みとなって

はいないと判断したため、C評価とした。 

・国の事業であるため、特別に市として積極的な働きかけは行っていない。 

 

○障がいのあるこどもに対する療育・保育・教育などの充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

こども発達センターきらきら利用者数 
905人 

（Ｈ30年度） 

1,016人 

（Ｒ６年度） 

1,２７９人 

（R5年度） 
A 
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○ひとり親家庭の自立支援体制の充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

子どもの生活・学習支援事業実施個所数 
累計 12か所 

（Ｈ30年度） 

累計 16か所 

（Ｒ６年度） 

累計 27か所 

（R5年度） 
A 

 

■小中学校期 

○放課後の居場所づくり  

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

放課後児童クラブ開設数 
累計７０か所 

（Ｒ元年度） 

累計７６か所 

（Ｒ６年度） 

累計 75か所 

（R5年度） 
B 

放課後子ども教室開設数 
累計９教室 

（Ｈ３０年度） 

累計１０教室 

（Ｒ６年度） 

累計 9教室 

（R5年度） 
B 

 

○豊かな人間性と生きる力を育む活動の推進   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

小中学校民族芸能伝承活動事業実施学校数の

維持 

累計２０校 

（Ｈ３０年度） 

累計２０校 

（Ｒ６年度） 

累計 20校 

（R5年度） 
A 

 

○子どもの健康管理・維持の充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

小学校フッ化物洗口事業の実施校数 
１７校 

（Ｈ３０年度） 

３５校 

（Ｒ６年度） 

 36校 

（R5年度） 
A 

 

○教育環境の充実   

成果指標 基準値 目標値 実績値 評価 

学校運営協議会を通して、学校の支援がなされて

いる学校数の割合 

100％ 

（Ｈ３０年度） 

100％ 

（Ｒ６年度） 

100％ 

（R5年度） 
A 

図書館サポーターの配置学校数の割合 
１００％ 

（Ｈ３０年度） 

１００％ 

（Ｒ６年度） 

 94.4％ 

（R5年度） 
B 

１人当たりの年間図書館貸出冊数 

小学校８０冊 

中学校１２冊 

（Ｈ３０年度） 

小学校８３冊 

中学校１４冊 

（Ｒ６年度） 

小学校 76冊 

中学校 16冊 

（R5年度） 

B 

外国語指導助手（ＡＬＴ）配置人員数 
１６人 

（Ｈ３０年度） 

１８人 

（Ｒ６年度） 

25人 

（R5年度） 
Ａ 

各中学校区へのコアティーチャー（学力向上の核

となる教員）の配置の割合 

68.8％ 

（Ｈ30年度） 

１００％ 

（Ｒ６年度） 

100％ 

（R5年度） 
A 

学校ＩＣＴ化推進事業（教育用無線LAN整備学校

数） 

累計 

小学校４校 

中学校４校 

（H30年度） 

累計 

小学校３５校 

中学校１９校 

（R6年度） 

累計 

小学校 35校 

中学校 19校 

（R5年度） 

A 

授業中に ICT を活用して指導できる教職員の割

合 

７０％ 

（H３０年度） 

８０％ 

（R６年度） 

84.5％ 

（R5年度） 
A 
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（１） 計画の概要 

   みやこのじょう子どもの未来応援計画は子どもの貧困対策のため策定された計画です。 

 

（２）施策の体系 

基本理念 
すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、現在及び将来に夢や希望を持っ

て安心して育つことができる社会の実現を目指す 

基本方針 
豊かな市民性に育まれた地域の繋がりを活かし、市民・関係団体・行政が連携・協力

して子どもの貧困対策に取り組む 

 

（３）４つの対策の柱 

① 子どものための教育支援 

    すべての子どもが生まれ育った環境や家庭の経済状況に左右されないよう、就学の援助など

の支援を行う。 

② 子どものための生活の安定に資するための支援 

    貧困の状況にある子ども及びその保護者が社会的孤立に陥ることのないよう、相談窓口の周

知と利用促進、生活や子育てに困難を抱えている可能性のある家庭の早期発見に努める。 

③ 子どものための経済的支援 

    生活困難世帯に対しては、各種手当や医療費の助成、生活や進学等に必要な資金貸付等に

関する諸制度の充実を図る。 

④ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

    保護者の就労支援は、生活の安定を図る上で重要となることから、保護者に対する職業訓練

の実施、就職のあっせん、その他保護者に対する就労の支援のために必要な施策を推進する。 

   

  

第２期みやこのじょう子どもの未来応援計画について 
 

(国)子どもの貧困対策の推進に関する法律

（国）子供の貧困対策に関する大綱

（県）宮崎県子どもの貧困対策推進計画

みやこのじょう子どもの

未来応援計画
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（４）第２期計画における本市の子どもの貧困に関する参考指標 

№ 指標 
基準値 

（R元年度） 

目標値 

（R６年度） 

実績値 

（R５年度） 

１ 生活保護世帯に属する子どもの高等学校進学率 87.5％ 90.0％ 88.8% 

２ 生活保護世帯に属する子どもの高等学校等中退率 3.45％ 3.3％ 11.1% 

３ 生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率 16.7％ 
№７の指標と併

せ 90％以上 
60.0% 

４ スクールソーシャルワーカーの配置人数 県：２人 
県：２人 

市：２人 

県：２人 

市：１人 

５ スクールカウンセラーの配置率（小学校） 

中学校配置の

スクールカウン

セラーを要請に

より全ての小学

校へ派遣 

中学校配置の

スクールカウン

セラーを要請に

より全ての小学

校へ派遣 

中学校配置の

スクールカウン

セラーを要請に

より全ての小学

校へ派遣 

６ スクールカウンセラーの配置率（中学校） 

14校に配置 

残りの５校は要

請に応じて派遣 

14校に配置 

残りの５校は要

請に応じて派遣 

１４校に配置 

残り５校は要請

に応じて派遣 

７ 
生活保護世帯に属する子どもの就職率（高等学校

卒業後） 
66.7％ 

№３の指標と併

せ 90％以上 
20.0% 

８ 
ひとり親世帯の家庭の暮らしの状況 

（大変苦しい・やや苦しいと答えた割合） 
58.6％ 50.8％ 64.9％ 

９ ひとり親世帯の無料の学習支援への参加率 38.8％ 47.8％ 18.4% 

※№８の基準値は R２年度に実施した保護者アンケートの数値を基準とした。 

 

（５）施策の評価方法 

  「施策の展開」ごとの評価については、「具体的施策」の事業ごとに評価した結果から

「具体的施策」の平均点を算出し、その平均点を下表により Aから Eの評価行いました。さ

らに、「具体的施策」全体の平均点を算出し、評価しています。 

 

  

評価 
A B C D E 

非常に効果的 効果的 概ね効果的 効果的でない 評価不可 

点数 4.5以上 3.5～4.4 2.5～3.4 1.5～2.4 1.5以下 
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■対策の柱１ 子どものための教育支援 

○施策の方向性： 「学校」をプラットフォームとした総合的な対策の展開 

施策の達成状況 評価（点数） 

４施策のうち、Ａ評価１件、Ｂ評価が 2件、Ｃ評価が 1件となりました。 

全体的に様々なこどもに対応するため、相談体制の構築や居場所の確保、各関係

機関との連携等も図られており、効果的な教育支援が実施されています。 

Ｃ評価となった「学校教育による学力保障」については、AI ドリル等の導入による

基礎学力の向上だけでなく、校長会・部会を通しての生徒指導の充実も図られていま

す。また、幼保小連携についても、令和 5年度から 2年連続で本市がモデル地域とな

って取り組めています。今後は、幼保小の接続の在り方についてさらなる研究を推進し

ていく必要があります。 

B 

（3.89） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①学校教育による学力保障 ３ 3.25 C 

②学校を窓口とした福祉関連機関等との連携 ３ 3.83 B 

③地域による学習支援 ３ 3.50 Ｂ 

④高等学校等における就学継続のための支援 １ 5.00 A 
 

○施策の方向性：幼児教育・保育の負担軽減及び幼児教育・保育の質の向上 

施策の達成状況 評価（点数） 
2施策のうち、Ａ評価１件、Ｂ評価が 1件となりました。 

「保育料等の負担軽減」では、国の無償化制度や市独自の制度を実施し、負担軽

減が図られました。 

「幼児教育・保育の量の確保と質の向上の推進」では、各保育団体のスキルアップ

に向けた研修会の支援はできているが、保育料無料化や移住施策に伴う入所児童

数増加に対応するため、現在実施している保育士等就職支援金制度以外の対策に

ついても検討し、更なる保育士確保に努める必要があります。 

A 

（4.50） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①保育料等の負担軽減 3 5.00 A 

②幼児教育・保育の量の確保と質の向上の推進 2 4.00 B 

 

○施策の方向性： 就学支援の充実  

施策の達成状況 評価（点数） 

４施策のうち A評価が 1件、B評価が 3件となりました。 

「要保護・準要保護児童生徒への就学援助」では、新たにオンライン学習通信費の

支給追加をする等、より手厚い援助を行うことができました。 

「特別支援教育に関する支援の充実」では、療育に関する相談体制がしっかりと構

築されており、療育支援を中心とした保育研修も実施できています。今後は、さらなる

各関係機関との連携強化が必要となります。 

B 

（4.25） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①就学前段階の就学支援の充実 １ 5.00 A 

②義務教育段階の就学支援の充実 １ 4.00 B 

③奨学給付金制度などによる経済的負担の軽減 １ 4.00 B 

④特別支援教育に関する支援の充実 １ 4.00 Ｂ 
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○施策の方向性： 大学進学に対する教育機会の提供 

施策の達成状況 評価（点数） 

１施策を実施し、Ｂ評価となりました。 

令和４年度から都城育英会奨学金に制度を一本化しており、貸与月額の増額を行

う等、より魅力のある奨学金制度の構築を図っています。 

B 

（4.00） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①高等教育の機会を保障する奨学金制度等の経済

的支援 
１ 4.00 B 

 

○施策の方向性： 生活困窮世帯等への学習支援 

施策の達成状況 評価（点数） 

１施策を実施し、B評価となりました。 

放課後児童クラブ、放課後子ども教室、学習支援の場等のこどもの居場所の拡充

や児童クラブ利用料免除等の経済的支援を効果的に実施できました。 

今後は場の確保だけでなく、参加を促す周知活動も必要です。 

B 

（4.00） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①子どもの学びの機会の確保と経済的支援 5 4.00 B 

 

○施策の方向性：その他の教育支援  

施策の達成状況 評価（点数） 

2施策のうち B評価が 1件、C評価が 1件となりました。 

「食育の推進に関する支援」では、食育に関する講義の開催や相談の受け入れ等、

食生活を中心に子どもたちの発育の後押しができています。 

「多様な体験活動の機会の提供」では、コロナが明け、活動しやすくなったことで児

童館・児童センターの来館者数が増加しました。また、活動の見直し等で学級数の伸

び悩みはあるものの、年度初めに各関係機関に対し、文書による家庭教育学級開設

の呼びかけや運営費補助の周知を行っています。今後も家庭教育を支援する取り組

みを展開していく必要があります。 

B 

（3.66） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①食育の推進に関する支援 ２ 4.00 B 

②多様な体験活動の機会の提供 ３ 3.33 C 

 

■対策の柱２ 子どものための生活の安定に資するための支援 

○施策の方向性： 関係機関が連携した包括的な支援体制の整備  

施策の達成状況 評価（点数） 

4施策のうち A評価が 1件、B評価が 2件、C評価が 1件となりました。 

「関係団体が連携したネットワークの構築」では、全ての子どもの生活環境等を把

握できないという課題はあるものの、各関係機関との連携は図られています。今後は、

各関係機関との連携をさらに強化し、包括的な支援体制を充実させます。 

「支援を行う人材の育成・確保」では、民生委員等の地域支援を行う人材に対して

定期的に研修を開催し、知識や対応力等の向上を図ることができましたが、集合研

修の場合、参加者が少ないという課題があったため、今後はリモート形式で開催する

Ｂ 

（3.70） 
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等、研修形式を検討する必要があります。 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①関係団体が連携したネットワークの構築 １ 3.50 Ｂ 

②相談事業の連携強化 3 4.66 A 

③支援を行う人材の育成・確保 2 4.00 Ｂ 

④子どもの貧困対策事業の周知啓発 3 2.66 C 

 

○施策の方向性： 子どもに対する生活支援 

施策の達成状況 評価（点数） 

3施策のうち、Ｂ評価が２件、Ｃ評価が１件となりました。 

「子どもの食に関する支援」について、こども食堂やフードバンクを実施している団

体の周知活動や各団体との連携は図られているものの、直接的な支援ができていな

い部分もあるため、今後は各団体に対し、連携強化を図る必要があります。 

「子どもの健康づくりに関する支援」について、定期的な健診や予防接種等の実

施、フッ化物洗口事業の展開もできています。今後は、フッ化物洗口に取り組む小中

学校や保育所等を増やしていく必要があります。 

B 

（3.66） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①子どもの食に関する支援 2 3.33 C 

②生活困窮世帯等の子どもの居場所づくりに関する

支援 
3 3.66 B 

③子どもの健康づくりに関する支援 2 4.00 B 

 

○施策の方向性： 子どもに対する就労支援 

施策の達成状況 評価（点数） 

３施策のうち、B評価が 2件、C評価が 1件となりました。 

「就労困難な子どもや高校中退者等への就労支援」では、ハローワークや若者サ

ポートステーション等と連携し、相談・支援を実施できていますが、若者サポートステー

ションの利用者が少ないことが課題としてあるため、さらなる連携強化や周知活動を

徹底する必要があります。 

「定時制高校等に進学する子どもの就労支援」では、ふるさと育成協議会とともに

市内の中学校や高校を訪問し、事業の周知と連携強化を図ることができました。今後

は、各学校との連携を強化するとともに子どもたちの働く場を提供する企業を増やす

取り組みも行います。 

Ｂ 

（3.55） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①ひとり親家庭等の子どもに対する就労支援 １ 4.00 B 

②就労困難な子どもや高校中退者等への就労支援 １ 3.66 Ｂ 

③定時制高校等に進学する子どもの就労支援 １ 3.00 Ｃ 
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○施策の方向性： 支援体制の強化・充実 

施策の達成状況 評価（点数） 

２施策のうち、B評価が１件、C評価が１件となりました。 

「児童相談所との連携強化」では、休日・夜間等の連絡体制の構築ができており、

効果的な連携が図られています。 

「相談職員の資質の向上」では、各関係機関と連携した就労に向けた取り組みは

できています。今後は、各関係機関との連携強化と専門性を高めるための研修等を

行う必要があります。 

C 

（3.37） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①児童相談所との連携強化 １ 4.25 B 

②相談職員の資質の向上 １ 2.50 C 

 

○施策の方向性： その他の生活支援 

施策の達成状況 評価（点数） 

２施策ともに B評価となりました。 

「妊娠期からの切れ目のない支援等」では、各関係機関との連携や子育て家庭へ

の相談対応、産後ケア事業の実施等、出産期から子育て期まで切れ目のない支援を

実施できています。 

「住宅支援」では、ひとり親家庭や未就学児がいる世帯に対して、優先入居や入居

要件の緩和を行う等、住まいに関する支援を効果的に実施しています。今後、入居要

件の緩和等に関する相談があった際は、緩和の可否について検討していきます。 

B 

（4.00） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①妊娠期からの切れ目ない支援等 ２ 4.00 B 

②住宅支援 ２ 4.00 B 

 

■対策の柱３ 子どものための経済的支援 

○施策の方向性： 生活を下支えする経済的支援 
施策の達成状況 評価（点数） 

５施策のうち、Ａ評価が 4件、Dが１件となりました。 

児童手当や児童扶養手当等の適正支給はもちろん、生活困窮世帯に対しての支

援も貸付や医療費助成等で効果的に実施できています。 

「養育費の確保」では、都城ファイナンシャル・プランナー協会による講習会を実施

したものの、参加者が少なかったため、今後は養育費確保のための新たな取り組みを

検討する必要があります。 

B 

（4.33） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①児童扶養手当等の各種手当の支給 ３ 4.66 A 

②母子父子寡婦福祉資金等の貸付 ２ 5.00 A 

③ひとり親家庭の医療費の助成 １ 5.00 A 

④生活保護制度における経済的支援 １ 5.00 A 

⑤養育費の確保 ２ 2.00 D 
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○施策の方向性： その他の経済的支援 
施策の達成状況 評価（点数） 

１施策を実施し、A評価となりました。 

子どもの医療費については、令和 5 年度より完全無料化になったことで経済的負

担の軽減に貢献することができました。生活困窮世帯に対しての支援も効果的に実

施できました。 

今後も、全ての子育て世帯を経済的に支える支援が必要です。 

A 

（4.66） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①生活困窮世帯等に対する経済的支援 ６ 4.66 A 

 

■対策の柱 4： 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援 

○施策の方向性： 保護者等に対する生活支援 
施策の達成状況 評価（点数） 

３施策のうち、Ａ評価が１件、Ｂ評価が２件となりました。 

「保育等の確保」では、延長保育や預かり事業、子どもの居場所の確保を中心に

支援できており、子どもを育てやすい環境づくりが効果的に実施できています。病児

保育利用のニーズは、感染症流行等により増加傾向にあるが、時期によって利用でき

ない状況も発生しているため、今後は十分な受け入れ体制を構築していきます。 

「心身の健康確保」では、母子保健推進員の家庭訪問による相談体制の構築や各

関係機関との情報共有がしっかりと図られています。今後も、さらなる相談支援の充

実と各関係機関との連携強化を図ります。 

A 

（4.58） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①自立支援 ４ 5.00 A 

②保育等の確保 ７ 4.42 B 

③心身の健康確保 ２ 4.33 B 

 

○施策の方向性： 保護者等に対する就労支援 
施策の達成状況 評価（点数） 

2施策のうち、A評価が 1件、B評価が 1件となりました。 

「就労支援」では、市役所に常設されている『みやこのじょう福祉・就労支援コーナ

ー』の活用や各関係機関との連携による就労支援ができています。 

「学び直しの支援」では、ひとり親家庭の親に対して、就職に有利な資格取得促進

のための給付金支給や貸付による支援ができました。今後も経済的自立を促すため

の支援を強化していきます。 

B 

（4.33） 

具体的施策 事業数 平均点 評価 

①就労支援 １ 4.66 A 

②学び直しの支援 ４ 4.00 B 
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（１） 計画の概要 

   みやこのじょう健やか親子２１計画は本市のまちづくりの指針である都城市総合計画の基本理

念のひとつである「「ゆたかな心が育つまち」の実現を目指し策定された計画です。 

 

（２）施策の体系 

基本理念 ゆたかな心が育つまち 

基本方針 命とくらしを守る 

 

（３）基本施策 

①学童期、思春期の子どもたちの心とからだのすこやかな成長のための支援 

②安心して妊娠・出産・産後を迎えるための支援 

③育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

④子どもの健やかな成長を見守り支える地域づくりのための支援 

 

（４）施策の評価方法 

施策の評価にあたっては、目標値を達成したものをＡ、目標値に達成していないが改善傾向

にあるものをＢ、策定時とほぼ同じものをＣ、策定時より悪化したものをＤ、策定時・中間値が

ないため評価不可とするものをＥとしました。 

 

  

評価 

A B C D E 

目標値に達成し

た 

目標値に達成し

ていないが改善

傾向にある    

策定時とほぼ同

じ 

策定時より悪化

している     

策定時・中間値

がないため評価

不可 

みやこのじょう健やか親子２１計画（第２次）について 
 

第２次都城市総合計画

都城市子ども子育て支援事業計画

みやこのじょう健康づくり計画２１

みやこのじょう健やか

親子２１計画（第２次）
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■施策の柱１ 学童期、思春期の子どもたちの心とからだのすこやかな成長のための支援 

施策の達成状況と評価 

悩みを相談できる人がいる割合については、小学生は目標達成出来なかったものの、全ての学年

において割合が向上しました。全ての学年の相談相手としては、「親・家族」「友人・知人」の割合が高

くなっています。 

薬物乱用の有害性について知っている子どもは、中高生ともに９割近くを占めており、情報を得る場

所としては「学校」が７割、次いで「テレビ・ラジオ」となりました。 

避妊の方法を知っている人の割合は、高校生では９割を占めましたが、中学生では５割強と目標達

成は出来ていません。 

今後も学童期及び思春期の子どもたちが悩みを気軽に相談できる体制づくりを進めます。また、妊

娠、出産、命、薬物等に関する正しい知識の普及啓発のため、学校や関係機関との連携強化にも努め

ます。 

指         標 
策定時値 

（H２６） 

目標値 

（R６） 

実績値 

（R４） 
評価 

悩みを相談できる人がいる割合を増

やす 

小学生 79.7％ 85.0％ 81.8％ B 

中学生 76.5％ 85.0％ 86.8％ A 

高校生 80.0％ 85.0％ 85.7％ A 

薬物乱用の有害性について正確に知

っている人の割合を増やす 
中学３年生 82.9％ 90.0％ 88.5％ B 

避妊の方法を知っている人の割合を

増やす 
中学３年生 44.8％ 80.0％ 55.7％ C 

 

■施策の柱２ 安心して妊娠・出産・産後を迎えるための支援 

施策の達成状況と評価 

相談する相手がいる人の割合や乳幼児健診の受診率については、目標達成出来ませんでした。相

談相手として行政機関等の社会資源の活用や、健診の有用性についての情報発信に工夫が必要と

なっています。 

産後、助産師や保健師等からの指導・ケアに満足している人の割合は、目標を達成できましたが、

乳児家庭全戸訪問事業の訪問率については、達成することが出来ませんでした。引き続き、関係機関

と連携をとりながら、切れ目のない妊娠・出産支援に取組みます。 

通告義務を知っている人の割合については目標達成出来ていません。児童虐待防止のためには、

通告義務に関する広報啓発を継続し、地域で早期発見・早期支援につなげる意識を高めることが重

要です。 

指         標 
策定時値 

（H２６） 

目標値 

（R６） 

実績値 

（R４） 
評価 

相談する相手がいる人の割合 
妊娠期 94.7％ 96.0％ 95.4％ B 

子育て期 93.8％ 96.0％ 93.4％ B 

産後、助産師や保健師等からの指導・ケアに満足し

ている人の割合の増加 
- 80.0％ 

86.8％ 

（R5年度) 
A 

乳児家庭全戸訪問事業の訪問率 81.2％ 90.0％ 
87.6％ 

（R5年度) 
B 
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乳幼児健診の受診率 

乳児健診 89.6％※ 95.0％ 
88.6％ 

（R5年度) 
C 

１歳６か月児健診 90.6％ 96.0％ 
94.6％ 

（R5年度) 
B 

３歳児健診 80.3％ 94.0％ 
84.2％ 

（R5年度) 
B 

乳幼児健診未受診者の現状把握 75.6％※ 95.0％ 
82.4％ 

（R5年度） 
B 

児童相談所や市町村への通告義務を知っている人

の割合 
76.3％※ 85.0％ 81.7％ B 

※中間評価時に目標追加したもの。数値は、中間評価時。 

 

施策の柱３ 育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

施策の達成状況と評価 

子育ての悩みがある人、子育ての相談をする相手がいない人の割合が増加傾向にある中で、子育

てがつらいと感じる親の割合は減少傾向にあります。 

育児不安やストレスを感じる親や家族に寄り添う支援が必要であることから、育てにくさを感じた時

に相談できる場所の周知に努め、子どもの成長や発達に関する正しい知識の普及や相談体制の強

化を図ります。今後はさらに関係機関との連携を図り、子どもだけでなく、家族全体を見守り、児童虐

待の防止に取り組みます。 

指         標 
策定時値 

（H２６） 

目標値 

（R６） 

実績値 

（R４） 
評価 

育てにくさを感じた時に対処できる親の割合 57.7％ 80.0％ 74.4％ B 

子育てがつらいと感じる親の割合 

（１歳児から５歳児を持つ親） 
38.3％※ 30.0％ 28.7％ A 

子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合 75.2％ 78.0％ 75.4％ C 

※中間評価時に目標追加したもの。数値は、中間評価時。 

 

施策の柱４ 子どもの健やかな成長を見守り支える地域づくりのための支援 

施策の達成状況と評価 

この地域で子育てしたいと思う人の割合は９割を超えましたが、目標達成は出来ませんでした。子

育て支援機関を利用している人や母子保健推進員の活動を知っている妊娠中及び乳幼児を持つ親

の割合のいずれも策定時より改善はされているものの、目標値には及ばず、一層の周知が必要です。 

今後は、安心して子育てが出来るよう、母子保健推進員や子育て支援機関の活動の周知や連携強

化に努め、親子を社会全体で見守り支える地域づくりを進めます。 

指         標 
策定時値 

（H２６） 

目標値 

（R６） 

実績値 

（R４） 
評価 

この地域で子育てをしたいと思う人の割合 92.7％※ 95.0％ 92.3％ C 

子育て支援機関を利用している人の割合 41.0％ 70.0％ 60.1％ B 

母子保健推進員の活動を知っている妊娠中及び乳

幼児を持つ親の割合 
50.7％ 80.0％ 71.0％ B 

※中間評価時に目標追加したもの。数値は、中間評価時。 


